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（12）養育支援訪問事業 

（子ども家庭支援員・エンゼルサポーター・専門的家庭訪問支援事業） 

 

子ども家庭支援員による家庭訪問支援事業・エンゼルサポーター派遣事業 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇 〇    

養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、子ども家庭支援員による相談・支援

（子ども家庭支援員による家庭訪問支援事業）やエンゼルサポーターによる家事援助（エン

ゼルサポーター派遣事業）を訪問により実施します。 

【こども青少年局】 

 

専門的家庭訪問支援事業 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇     

妊娠や産後の育児に不安のある妊婦や、産後間もない時期の家庭に対して、保健師や助産

師が継続的に訪問し養育支援を行います。 

【こども青少年局】 

 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

子ども家庭支援員 人 353 388 426 468 514

エンゼルサポーター 人 221 243 267 293 322

専門的家庭訪問支援事業 人 521 523 521 523 526

量の見込み

各区保健福祉センター

ー

委託事業者

確保の内容

実施場所

実施体制（人）

委託団体等
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第５章 基本施策と個別の取組 

 

基本方向１ こども・青少年の「生きる力」を育成します 

 

  次代の大阪を担うこどもや青少年が、夢や希望をもって未来を切り拓き、いきいきと自

立して生きることができる力をはぐくみます。 

 

少子化、核家族化等の社会の変化や、多様な就業形態、経済状況の変動等社会情勢の変化

が、こどもや青少年の成長、社会的な自立においてさまざまな影響を与えています。 

変化の激しい社会を生きていくうえで、基礎的な知識・技能を習得し、それらを活用して、

自ら考え、判断し、表現することにより、課題に対応し、解決する力や、自らを律しつつ、

他人とともに協調し、他人を思いやる心や感動する心などの豊かな人間性、たくましく生き

るための健康や体力といった「生きる力」を身に付けていくことが大切です。 

社会の変化等がこどもや青少年に与える影響を的確にとらえ、大阪のまちが有する強み

を最大限に生かし、次代を担うこどもや青少年の人権が尊重され、安全で安心な環境の中で

心身ともに健やかに成長し、自立して生きていける社会を実現していく必要があります。 

大阪市のこどもは、「自分にはよいところがあると思う」と答える割合が全国平均に比べ

低い傾向がみられます。また、「将来の夢や目標を持っている」と答える割合も同じく低い

傾向がみられます。自分に肯定的なイメージを持つことや将来の夢・目標を持つことは、生

きていくうえであらゆる力の源泉となるものです。こどもや青少年が、自分に自信をもち、

互いに尊重しながら共に育ちあう中で、夢や希望をもって、自らの個性と創造性を発揮しな

がら未来を切り拓き、社会の一員としていきいきと自立できるよう生きる力をはぐくんで

いきます。 

 

めざすべき目標像 

 

■ すべてのこどもたちが健やかに成長し、自立した個人として自己を確立し、他者ととも

に次代の社会を担う。 

■ こどもや青少年が、夢や目標を持って社会とかかわり、持てる能力を発揮していきいき

と自立して生きる。 
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はぐくみ指標 

指標項目 現状値 目標（令和 6 年度） 

「自分にはよいところがある」と思うこど

もの割合 

小学生 74.7％ 

中学生 67.4％ 

小学生 80％ 

中学生 80％ 

「将来の夢や目標を持っている」と答える

こどもの割合 

小学生 80.5％ 

中学生 66.1％ 

小学生 85％ 

中学生 85％ 

 「学級の友達との間で話し合う活動を通

じて、自分の考えを深めたり、広げたりす

ることができていますか」に対して、肯定

的に回答するこどもの割合 

小学生 69.5％ 

中学生 61.5％ 

小学生 74％ 

中学生 74％ 

 

基本施策・施策 

基本施策（１）こども・青少年が自立して生きる力の育成 

 施策１ 乳幼児期から生きる力の基礎を着実に育成します 

【重点施策１】乳幼児期の教育・保育内容の充実 

施策２ こども一人ひとりの状況に応じた学力向上への取組を充実します 

【重点施策２】学力の向上 

施策３ 社会で共に生きていく力を育成します 

【重点施策３】道徳心・社会性の育成 

施策４ 健康や体力を保持増進する力を育成します 

【重点施策４】健康や体力の保持増進 

施策５ 成長の糧となる多様な体験や学習ができる機会を充実します 

【重点施策５】成長の糧となる多様な体験や学習ができる機会の充実 

施策６ 家庭・学校・地域の連携により教育環境を充実します 

施策７ 勤労観・職業観を醸成し、社会的・経済的自立を支援します 

施策８ 地域における多様な担い手を育成します 
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（１）こども・青少年が自立して生きる力の育成 

 

施策１ 乳幼児期から生きる力の基礎を着実に育成します 

 

【基本認識】 

忍耐力や自己制御、自尊心といった社会情動的スキル（いわゆる非認知的能力）を幼

児期に身に付けることが大人になってからの生活に大きな差を生じさせるという研究成

果等から、近年、国際的にも就学前教育の重要性が高まっています。 

乳幼児期の教育は、大きくは家庭とそれ以外の施設等で行われ、両者が連携してこど

も一人ひとりの育ちを促すことが大切です。家庭は、愛情としつけを通して乳幼児の成

長の最も基礎となる心の基盤を形成する場であり、家庭以外の施設等は、家庭ではでき

ない社会・文化・自然などにふれ、乳幼児期のこどもの育ちに応じた世界の豊かさに出

会う場となります。 

平成 29 年３月に改訂（改定）された、幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型

認定こども園教育・保育要領で示されているとおり、教育・保育施設等における教育に

おいては、「知識及び技能の基礎」、「思考力、判断力、表現力等の基礎」、「学びに向かう

力、人間性等」の３つの資質・能力を一体的にはぐくむことが重要です。さらに、小学校

以降の生活や学習の基盤の育成につながることに配慮し、幼児期にふさわしい生活を通

じて、創造的な思考や主体的な生活態度などの基礎を培うことが大切です。 

 

【取組の方向性】 

乳幼児期の教育・保育内容の充実 

乳幼児期から、こどもの発達の状態や特性に応じてふさわしい教育・保育を行うこと

ができるよう、教育・保育施設等の教職員の教育・保育及び子育てに関する専門性の向

上を図るため、保育・幼児教育センターを核としながら多様な研修・研究の機会を提供

するとともに、就学前教育カリキュラムの普及と活用を促進します。さらに、就学前教

育から小学校教育への円滑な移行をめざし、教育・保育施設等と小学校の連携・接続の

進め方・あり方を研究・実践します。 

また、家庭の経済状況にかかわらず、質の高い教育を受けることができるよう幼児教

育・保育の無償化を実施します。 

さらに、保育所等においては、保育に関わる人材の確保や保育士の働き方の改善に取

り組み、保育人材のスキルアップにより保育内容の充実を図ります。 
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【重点施策１】乳幼児期の教育・保育内容の充実 

 

重点施策として実施する事業 

 

（１）就学前教育カリキュラムの普及と活用 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇     

乳幼児期に基本的な生活習慣と道徳性の芽生えを培い、規範意識を育てることを重点に、

就学前教育において普遍的な規範を明確化して繰り返し指導することや、知・徳・体をバラ

ンス良くはぐくむことを重視した就学前教育カリキュラムを平成 27 年３月に策定しまし

た。さらに、幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領の

改訂（改定）等をふまえ内容の見直しと充実を図り、平成 31 年３月に就学前教育カリキュ

ラムを改訂しました。教育・保育施設等への一層の普及を図り、活用を促進するとともに、

小学校教育への接続を見据え小学校との組織的な連携を深めることにより、就学前教育に

おける取組の充実を図ります。 

【こども青少年局・教育委員会事務局】 

施策指標 
現状値 

（平成 30 年度） 

・就学前教育カリキュラムでの「知・徳・体」の育ちについてのアンケー

トにおいて、肯定的に回答する市立幼稚園・保育所の保護者の割合 
93.2％ 

・就学前教育カリキュラムの活用についてのアンケートにおいて、肯定

的に回答する教育・保育施設の割合 

公立 99.2％ 

民間   － 

 

（２）公私幼保合同研修・研究 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇     

保育・幼児教育センターにおいて、公立及び私立の幼稚園・保育所・認定こども園・地域

型保育事業等の教職員を対象に、就学前施設に共通するテーマに関する研修を企画・実施し、

また、幼児教育・保育に関する研究などを合同で行うことにより、大阪市における幼児教育・

保育の質の向上を図ります。 

保育・幼児教育センター 大阪市旭区高殿６－14－６ 

【こども青少年局】 

施策指標 
現状値 

（平成 30 年度） 

・合同研修において、今後の教育・保育に生かすことができると思った

受講者の割合 
98% 
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（３）保育士等キャリアアップ研修事業 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇     

こどもや子育てを取り巻く環境が変化し、保育所に求められる役割も多様化する中で、保

育士には、より高度な専門性が求められるようになっていることから、保育現場において多

様な課題への対応や若手の指導等を担う職員を育成するため、国のガイドラインに基づき、

専門分野別研修、マネジメント研修、保育実践研修を実施します。 

【こども青少年局】 

施策指標 
現状値 

（平成 30 年度） 

・募集定員に対する受講人数の割合 93.8% 

 

（４）保育所・幼稚園・認定こども園と小学校との連携・接続推進 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇 〇    

就学前教育から小学校教育への円滑な移行をめざし、こどもの発達や学びの連続性、一貫

性を確保し、体系的な教育を組織的に行うための連携・接続の進め方とあり方を研究します。 

小学校を核にした近隣の教育・保育施設等を１つのブロックとし、ブロックごとに学識経

験者等の助言・指導を受けながら連携・接続に関わる研究や実践を行い、公開授業や公開保

育、発表会等で、教育・保育施設等や市内小学校に向けて発信します。 

また、教育・保育施設等及び小学校等の教職員を対象とした「保幼こ小連携・接続研修」

を実施し、連携・接続のあり方やその推進について施設種別を越えて共に学び、理解を深め

る機会を提供します。 

【こども青少年局】 

施策指標 
現状値 

（平成 30 年度） 

・保幼こ小連携・接続推進に関わる事業等の参加者アンケートで「今後

の教育・保育に生かすことができると思った」に肯定的回答をした割合 
― 
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（５）就学前児童を対象とした施設における読書活動の推進 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇     

乳幼児期から読書に親しむことができるよう、市立図書館から教育・保育施設や子育て支

援施設等への配本の回数を増やし読書環境の整備を支援します。 

【教育委員会事務局】 

施策指標 
現状値 

（平成 30 年度） 

・保護者対象アンケートにおける「絵本や体験などを通して、言葉が増

えてきた」に対する肯定的回答の割合 
98％ 

・市立図書館からの配本回数 411 回 

 

実施事業（全市共通） 

 

（６）幼児教育・保育の無償化 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇     

大阪市では、国に先駆け、平成 28 年４月から５歳児を対象に幼児教育の無償化を実施し

てきました。そして、平成 29 年４月に４歳児、平成 31 年４月に３歳児と順次拡大してき

ました。 

なお、令和元年 10 月より、幼児教育の重要性及び少子化対策の観点から国における幼児

教育・保育の無償化が開始され、３～５歳児及び市民税非課税世帯の０～２歳児が対象とな

っています。 

【こども青少年局・福祉局】 

 

（７）保育士の働き方の改善 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇     

 保育所等の保育士の職場環境を改善し、離職防止を図るため、保育士業務の見直しの検討

を進めます。 

【こども青少年局】 
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●幼児教育・保育の無償化の円滑な実施について（給付方法等） 

 令和元年 10 月から開始された国における幼児教育・保育の無償化制度の内容について

は次のとおりです。 

 

〇幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育事業 

⇒ 無料【代理受領】 

〇子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園 

（子育てのための施設等利用給付認定（教育標準時間認定）） 

⇒ 月額上限 25,700 円（国立幼稚園 8,700 円）まで無償化【代理受領】 

〇幼稚園・認定こども園の預かり保育 

（子育てのための施設等利用給付認定（保育認定）） 

⇒ 日額上限 450 円、最大 11,300 円（市民税非課税世帯の満 3 歳児は 16,300 円）ま

で無償化【償還払い】 

〇保育所等を利用しておらず、保育の必要性の認定を受けたこどもが利用する認可外保

育施設、一時預かり事業（幼稚園型以外）、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポ

ート・センター事業 

（子育てのための施設等利用給付認定（保育認定）） 

⇒ 月額上限 37,000 円（市民税非課税世帯の 0～2 歳児は 42,000 円）まで無償化 

【償還払い】 

〇児童発達支援事業、保育所等訪問支援、障がい児入所施設 

⇒ 無料【代理受領】 

 

なお、国の無償化の対象外となる一定の条件を満たす認可外保育施設に通う３～５歳

児の無償化（年額 308,000 円を上限に利用料の半額（教育費相当額）を給付）は、大阪

市独自で引き続き実施します。 

（令和元年 10 月制度開始時点） 
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施策２ こども一人ひとりの状況に応じた学力向上への取組を充実します 

 

【基本認識】 

全国学力・学習状況調査の結果は改善傾向にあるものの、依然として全国水準には達

していない状況にあり、学力向上に積極的に取り組む必要があります。 

また、国際共通語であり、グローバル化する社会を生きるこどもたちの可能性を広げ

るツールとなる英語やＩＣＴの活用など、コミュニケーションを図る資質・能力を育成

することが重要です。 

 

【取組の方向性】 

学力の向上 

理数教育の充実などに取り組んでいくとともに、各学校の学力向上の取組が、客観的

に行われる検証、評価により見える化され、学校やこども一人ひとりの状況に応じた効

果的な取組となるよう、児童生徒の状況を客観的・経年的に把握できるシステムを構築

し、継続した指導、個に応じた支援の充実を図ります。 

 

国際社会・多文化共生社会における生きる力の育成 

我が国や郷土の文化・伝統を尊重し、広く伝えるとともに、世界における多様な文化

を互いに理解し合い、異なる文化を持った人々とともに生き協働していこうとする、多

文化共生社会をめざす資質や能力を持ったこどもをはぐくみます。 
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【重点施策２】学力の向上 

 

重点施策として実施する事業 

 

（８）大阪市小学校学力経年調査、大阪市中学校統一テスト、大阪市版チャレンジテスト

plus の実施及び結果の分析 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

 〇 〇   

小学校３～６年生を対象に「大阪市小学校学力経年調査」、中学校３年生を対象に「大阪

市中学校統一テスト」、中学校１年生を対象に「大阪市版チャレンジテスト plus」（社会・理

科）を実施することにより、個に応じた教育及び学校の課題に応じた支援の充実を図ります。 

【教育委員会事務局】 

施策指標 
現状値 

（平成 30 年度） 

・学校アンケートで、「『大阪市小学校学力経年調査』 の分析結果を、学

力向上に資する組織的な取組に活用する」という学校の割合及び「『大阪

市中学校統一テスト』『大阪市版チャレンジテスト plus』（令和元年度よ

り実施）の結果を、学習指導の改善及び進路指導に活用する」という学

校の割合 

小学校：100％ 

中学校：100％ 

 

（９）学校力ＵＰ支援事業における支援校への「学校力ＵＰコラボレーター」の配置 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

 〇 〇   

学校力ＵＰ支援事業における支援校（70 校）に「学校力ＵＰコラボレーター」を配置し、

基礎学力の定着を図ります。 

【教育委員会事務局】 

施策指標 
現状値 

（平成 30 年度） 

・学校力 UP 支援校のうち、小学校学力経年調査・中学生チャレンジテ

ストにおいて国語・算数（数学）の結果が前年度より向上した学校の割

合 

国語 85.7％ 

算数・数学 

81.4％ 
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（10）学力向上推進校に対する学力向上指導実践チームの訪問指導の実施 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

 〇 〇   

学力向上推進校に対し、学力向上指導実践チームによる訪問指導を行い、授業改善をさら

に推進し、知識・技能の確実な習得を図ります。 

【教育委員会事務局】 

施策指標 
現状値 

（平成 30 年度） 

・学力向上推進事業における推進校のうち、小学校学力経年調査・中学

生チャレンジテストで当該教科・区分の学力が前年度より向上した学校

の割合 

81.３％ 

 

（11）校長裁量拡大特例校の設置 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

 〇 〇   

校長裁量拡大特例校（小中合わせて 10 校）を設置し、学力の向上と協働して課題を解決

しようとする態度の育成を図るとともに、総合的な学校力アップのための実践研究を深め、

教育施策の質的向上に活用します。 

【教育委員会事務局】 

施策指標 
現状値 

（平成 30 年度） 

・校長裁量拡大特例校のうち、学校の実態に応じて設定した学力向上に

かかる年度目標を達成した学校の割合 
100% 
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（12）放課後を活用した学習機会の支援 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

 〇 〇   

児童生徒一人ひとりの学習理解度や課題に応じた学習プリントを作成することのできる

教材データ配信等を活用し、家庭学習の充実に生かします。また必要に応じて、学びサポー

ター等を活用した放課後学習に取り組みます。 

大阪市の児童生徒の家庭学習時間（平均）が、全国に比べて短いことが課題であることか

ら、自主学習習慣のさらなる定着に向けて、放課後の学校施設等を活用した民間事業者によ

る課外学習の実施や、ＩＣＴを活用した児童いきいき放課後事業での学習支援など、学校教

育課程外での学習を支援し、学力の底上げを図ります。 

【教育委員会事務局・こども青少年局】 

施策指標 
現状値 

（平成 30 年度） 

・業績目標（各区が事業ごとに設定）を達成した区 100％ 

・全小中学校の学校アンケートで「学習教材データ配信の活用は、児童

の学習への意欲の向上や学力の向上等に効果が見られた」とする旨の回

答の割合 

99.0％ 

 

（13）学校力ＵＰベース事業（習熟度別少人数授業など個に応じた指導の充実）の実施 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

 〇 〇   

小学校３～６年生と中学校１～３年生の教科学習において、習熟度別少人数授業など、個

に応じたきめ細かな指導を実施します。あわせて、各学校の課題・ニーズに応じた効果的な

事業展開を図るため、学校力ＵＰベース事業コーディネーターや授業担当者を対象とした

研修を実施します。 

【教育委員会事務局】 

施策指標 
現状値 

（平成 30 年度） 

・習熟度別少人数授業の児童生徒アンケートで「授業が分かる」とする

旨の回答の割合 

小学校 

実施前 84％ 

実施後 89％ 

中学校 

実施前 74％ 

実施後 78％ 

・学校力ＵＰベース事業コーディネーター研修における参加者の満足度 
小学校 90％ 

中学校 95％ 
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（14）「主体的・対話的で深い学び」（アクティブ・ラーニング）の推進 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

 〇 〇   

すべての学習の基盤となる言語能力等の育成を重視し、主体的・対話的で深い学び（「ア

クティブ・ラーニング」）の視点から、学習・指導方法の不断の改善を図るための実践研究

を行い、優れた授業実践や校内研修の実施に取り組むとともに、その成果の普及と共有を図

ります。 

【教育委員会事務局】 

施策指標 
現状値 

（平成 30 年度） 

・全小中学校の学校アンケートで「話し合う活動を通じて、自分の考え

を深めたり、広げたりすることができている」とする旨の回答の割合 

小学校 81.0％ 

中学校 93.9％ 

 

（15）理数教育の充実 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

 〇 〇   

「理科観察実験充実プロジェクト事業」等により、自然との関わりを大切にした体験を重

視した授業づくりや理科観察実験の充実を図ります。また、算数・数学においては、習熟度

別少人数授業、個に応じたプリント教材の活用、課題を発見し数学科の知識や技能を用いて

課題を解決する自立的・協働的な学びの推進等を通して、基礎学力の定着及び論理的思考能

力の育成等を図ります。 

【教育委員会事務局】 

施策指標 
現状値 

（平成 30 年度） 

・研修に参加した教員の学級の児童生徒に対するアンケートで理科の

「観察・実験は好き」とする旨の回答の割合 

小学校 90.3％ 

中学校 85.7％ 

 

（16）土曜授業の実施 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

 〇 〇   

「社会に開かれた教育課程」の実現に向け、各校で土曜を活用し、授業の公開や保護者・

地域住民が参加する活動の実施など、開かれた教育活動を進めます。 

【教育委員会事務局】 

施策指標 
現状値 

（平成 30 年度） 

・土曜授業の実施状況について、学校協議会等での聴取による「家庭や

地域との連携のもと開かれた教育活動の充実をはかることができた」と

する旨の回答の割合 

― 
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実施事業（全市共通） 

 

（17）ブロック化による学校支援事業 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

 〇 〇   

市域を４つのブロックに分け、各ブロック統括者のマネジメントのもと、域内の学校への

指導助言等を担当するラインを設置し、全小中学校の独自の課題に対応するため、ブロック

担当指導主事と校長が連携し、各校の学力状況に応じた効果的な取組を実施します。 

【教育委員会事務局】 

 

（18）スマートスクール次世代学校支援事業 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

 〇 〇   

児童生徒に関するさまざまな学習履歴や生活指導状況の情報を集約・一元化して１つの

画面にまとめて表示するシステム（ダッシュボード）を構築し、校長・教頭を含む全ての教

員がこどもの情報を多面的かつ即時的に情報共有することで、学習面におけるつまずきの

早期発見や個に応じたきめ細やかな指導、並びに生活面におけるさまざまな問題や不登校、

いじめ・虐待事案などの未然防止・早期発見による迅速かつ適切な対応やきめ細やかな指導

を実施します。 

【教育委員会事務局】 

 

国際社会・多文化共生社会における生きる力の育成 

 

実施事業（全市共通） 

 

（19）英語教育の強化 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

 〇 〇   

小・中学校９年間を一貫させた大阪市独自のカリキュラムを活用し、児童生徒の発達段階

に応じ、「聞く」、「話す」に加え、「読む」、「書く」の育成も含めたコミュニケーション能力

をバランスよくはぐくむなど、基礎基本の英語を大切にして取り組んでいきます。 

また、教員の英語力・指導力の向上をめざし、大学と連携して多様な研修を実施するとと

もに、ネイティブ・スピーカーの効果的な活用を図ります。 

【教育委員会事務局】 
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（20）ＩＣＴ学習環境を活用した教育の推進 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

 〇 〇   

最新の ICT 機器を活用しながら知識の理解の質をさらに高めるために、学習者用端末等

を効果的に活用することにより、協働学習や個別学習の充実を図り、主体的に学ぼうとする

姿勢や自らの考えを伝えるとともに、他者の考えを理解し、多様な人々と協働して問題を解

決しようとするこどもの育成を図ります。 

令和５年度までに全小中学校における学習者用端末の１人１台環境を実現します。また、

令和２年度に無線アクセスポイントを全教室に設置します。 

【教育委員会事務局】 

 

（21）多文化共生教育の推進 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

 〇 〇   

各学校園におけるカリキュラム・マネジメントにおいて、多文化共生教育の取組を総合的

横断的に位置付け、教育課程内外で体系的に実践を展開します。 

また、在日外国人のこどもの特性の伸長・活用を図り、こどもの自己のアイデンティティ

を確立させるとともに、他のこどもとの相互啓発を通じた国際理解を進めるために、校園で

の国際理解教育の推進の支援、「総合的な学習の時間」等を利用した体験学習の指導者の派

遣、在日外国人のこどもの教育相談や「国際クラブ」 等の指導者の派遣を実施します。 

さらに、帰国・来日直後のこどもに対して、特別の教育課程にもとづいて、日本の学校生

活を学び、学校生活に必要な初期の日本語の習得を図ります。日本語指導の必要なこどもに

対して、教科における日本語指導の充実を図ります。 

【教育委員会事務局】 
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施策３ 社会で共に生きていく力を育成します 

 

【基本認識】 

大阪市では、全国学力・学習状況調査において、「人の役に立つ人間になりたいと思い

ますか」、「学校のきまり・規則を守っていますか」などの社会性や規範意識に関する項

目について、肯定的に回答する児童生徒の割合は全国平均より低い状況になっています。

今後、さらに学校の教育活動全体を通じての道徳教育や人権を尊重する教育の推進に取

り組む必要があります。 

また、障害者差別解消法の施行等の法整備が進められる中、教育分野においては、共

生社会の形成に向けた特別支援教育の推進が求められています。 

さらに、社会におけるさまざまな危険性を回避し自らの安全を守っていく力の育成や

環境保全などの社会を守る意識を醸成していく必要があります。 

 

【取組の方向性】 

道徳心・社会性の育成 

倫理や規範意識、社会性をはぐくむ教育の取組を進め、幼児期から小・中学校を通し

た義務教育修了までの期間に基本的な道徳心・社会性の育成を図ります。また、本市が

従来より進めてきた「共に学び、共に育ち、共に生きる教育」を一層推進したインクルー

シブ教育システムを構築します。 

 

環境を守る意識の醸成 

学校等において、環境問題に関する学習や体験機会を提供します。また、自然や環境

の保全に興味や関心を高めることができるよう、身近な地域で自然にふれることができ

る機会を提供します。 

 

自らの安全を守る力の育成 

保育所や幼稚園、小・中学校において、発達段階に応じた交通安全教育を推進します。

また、情報モラルの向上を図るなど、犯罪被害に巻き込まれない力を育成します。 
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【重点施策３】道徳心・社会性の育成 

 

重点施策として実施する事業 

 

（22）道徳教育の推進 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

 〇 〇   

就学前教育では規範意識を育成することに重点を置き、小・中学校では特別の教科である

道徳を要として、高等学校では各校で定める「道徳教育全体計画」をもとに、各校園の教育

活動全体を通じて道徳教育を行うとともに、体験活動の推進を図ります。 

また、研修を通じて教員の指導力の向上を図り、指導方法の工夫・改善に取り組むととも

に、モデル校での実証研究などによりカリキュラムの開発・普及に努めます。さらに、学校

全体での指導協力体制の充実を推進します。 

【教育委員会事務局】 

施策指標 
現状値 

（平成 30 年度） 

・教育センター道徳教育事業評価アンケート（１月）より、道徳教育推

進教師研修・校園長研修（道徳教育）を受講して「自校の取組みに活用で

きた」と回答する小・中学校の割合 

96％ 

 

（23）キャリア教育の充実 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

 〇 〇   

社会的・職業的自立に向け、こどもの発達段階に応じて、キャリア発達にかかわる「人間

関係形成能力・社会形成能力」をはじめとする諸能力を育てるため、特別活動と各教科等と

の関連を図るとともに、キャリア・パスポート（仮称）を活用するなどして、体系的・系統

的にキャリア教育を進めます。あわせて、企業や団体との連携による職業講話や職場見学、

職場体験学習、各分野で活躍する人材などの出前授業の実施など、児童生徒が学ぶことと自

己の将来とのつながりを見通しながら、社会的・職業的自立に必要な基盤となる資質・能力

を身に付けていくことができるよう取組を進めます。 

また、大学や企業、日本弁理士会等との連携を通じて、知的財産特別授業などの出前授業

を実施するなど総合的な学習の時間等を活用し、新たな発見や科学的な思考力の源泉とな

る創造性の育成並びに知的財産の意義に関する理解の促進を図ります。 

【教育委員会事務局】 

施策指標 
現状値 

（平成 30 年度） 

・教員研修参加者が「研修成果を今後の取組に生かす」と回答した割合 96％ 
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（24）特別支援教育の充実 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

 〇 〇   

特別支援教育のめざす基本的方向として、「共に学び、共に育ち、共に生きる教育を推進

する」、「自立し、主体的に社会参加できる力を養う」、「個別の教育支援計画及び個別の指導

計画を作成・活用する」、「一人ひとりのニーズに応じた適切な指導及び必要な支援のあり方

を工夫する」の４つの視点をふまえ、特別支援教育サポーターやインクルーシブ教育推進ス

タッフの配置、巡回相談体制の強化などの取組を進めます。また、教員の専門性の向上に向

けた研修の実施により、発達障がいを含む障がいへの理解を深め、障がいのある児童生徒が

地域で学びやすい基礎的環境整備、合理的配慮を行うとともに、ユニバーサルデザインを取

り入れたインクルーシブ教育システムの一層の充実を図ります。 

【教育委員会事務局】 

施策指標 
現状値 

（平成 30 年度） 

・学校園に対する調査における、研修等を通じて、発達障がいを含む障

がいの理解が進んだとする学校園の割合 
98.8％ 

・学校園に対する調査における、巡回相談等を活用して、校園内体制の

充実が図れたとする学校園の割合 
94.8％ 

 

実施事業（全市共通） 

 

（25）人権を尊重する教育の推進 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

 〇 〇   

各学校園で作成した「学校園における人権教育・啓発推進計画」のもと、教育活動全体を

通じ発達段階に応じた系統的な人権教育を実施します。また、教職員が人権尊重の理念を正

しく理解し、豊かな人権感覚を醸成し、実践的な指導力を向上させる人権教育研修を推進し

ます。 

【教育委員会事務局】 
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（26）音楽・吹奏楽に親しむ機会の創出 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇 〇 〇   

吹奏楽講習会を通じて、市立中学校の吹奏楽部演奏初心者へプロの吹奏楽演奏者が演奏

指導を行います。また、市内小学校、幼稚園、保育所の児童・園児等を対象に吹奏楽合同鑑

賞会を音楽専門ホールで実施することにより、吹奏楽を通じてこどもたちの情操を豊かに

することをめざします。 

【教育委員会事務局】 

 

（27）信太山青少年野外活動センター 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

対象年齢の区分なし 

大都市において自然にふれる機会が少なくなってきている中、豊かな自然に恵まれた施

設の環境を活用し、自然とのふれあいや感動体験、自立した共同生活、さまざまな創造活動

など、青少年の成長に貴重な体験活動の場を提供する事業を実施します。 

信太山青少年野外活動センター 大阪府和泉市伯太町３－12－86 

【こども青少年局】 

 

環境を守る意識の醸成 

 

実施事業（全市共通） 

 

（28）環境を守る意識の醸成 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

 〇 〇   

大阪市の環境の特色をふまえた内容で構成する副読本「おおさか環境科」を市立の小・中

学校に配付して授業での活用を図るほか、小学校という身近な場所で、さまざまな生き物た

ちが、つながりながら生息・生育していることを知ることで、生きものや自然、環境に関す

る興味や関心を喚起し、環境や生き物の多様性を守る行動へとつなげていくことをめざし、

体験型の出前授業「小学校での生き物さがし」を実施するなど、環境教育を進めます。 

また、小・中学校の壁面緑化を進め、ヒートアイランド現象の緩和を図るとともに、環境

教育の取組を図ります。 

【教育委員会事務局・環境局】 
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（29）小学校向け出前授業（体験学習） 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

 〇    

ごみ減量、３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）推進を目的に、ごみの分別や３Ｒ

をわかりやすく説明し、ごみの減量につなげるだけでなく、資源の大切さや地球環境などに

ついて、家庭で考えるきっかけとなるよう取組を進めます。また、家庭や学校生活の中で簡

単に実践できるように、ごみ分別や３Ｒ、環境問題について、クイズやゲームなどで楽しみ

ながら学習し、幼少期から地球環境を守ることの大切さの理解を促進します。 

【環境局】 

 

再掲（27）信太山青少年野外活動センター ⇒ 75 ページに掲載 

 

自らの安全を守る力の育成 

 

実施事業（全市共通） 

 

（30）安全教育の推進（保育所等） 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇     

保育所等において、火事や地震等の災害を想定した避難訓練や交通安全指導など、発達段

階に応じた安全教育を推進します。 

【こども青少年局】 

 

（31）安全教育の推進（学校園） 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

 〇 〇   

安全（防犯）に対する心構えなどの指導を計画的・継続的に実施し、安全確保のために必

要な事項を実践的に理解できるようにします。 

また、さまざまな場面における交通の危険について理解するとともに、体験型の学習活動

を通して安全な歩行や自転車の利用を指導します。 

インターネット上のいじめや犯罪被害の防止に向け、関係機関と連携し、相談対応や生徒

への指導、教職員研修を実施します。 

【教育委員会事務局】 

 

 

 

 


